
長尾北町地区地区計画について 

（地区計画の内容） 

 

１．地区計画の方針 

 

名   称 長尾北町地区地区計画 

位   置 枚方市長尾北町一丁目 地内 

面   積 約 ３．６ｈａ 

区
域
の
整
備

・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の目標 当地区は、本市の中東部地域、ＪＲ学研都市線「長尾駅」より北西約

１．６ｋｍに位置し、国道１号（枚方バイパス）とそのアクセス道路で

ある都市計画道路牧野長尾線の広域交通網を活用できる地区であるが、

地区の大半が開発行為により整備された住宅地である。 

地区計画の策定により、住宅地の良好な住環境の保全を目指すととも

に、沿道を活かした周辺の居住者の日常生活に必要な商業業務施設等を

誘導する。 

土地利用の方針 既存の戸建住宅を主体とした良好な住環境に優れた住宅地とするとと

もに、それ以外の地区は、幹線道路沿道を活かした商業業務施設や住宅

等が立地する複合的な土地利用の誘導を図る。 

また、一級河川船橋川の水辺空間のみどりを活用できる良好な住宅地

であることから、周辺環境に調和した良好な生活環境を維持するため、

その敷地内には可能な限り緑化を推進する。 

地区施設の整備の方針 既に北側及び東側の都市計画道路が整備されており、地区内には必要

な道路、公園が整備されていることから、これらの機能の維持、保全を

図る。 

建築物等の整備の方針 住宅地区１：戸建住宅地の良好な住環境を保全するため、建築物の用途

とともに、建築物の建ぺい率、容積率、高さ、敷地面積、外

壁の後退距離の制限を定めるとともに、緑化推進のため、か

き又はさくの構造の制限を行う。 

住宅地区２：中低層住宅を主体としながらも、小規模店舗を許容する地

区とするとともに、住宅地区１と調和した住環境を確保する

ため、建築物の用途、高さの制限を定めるとともに、緑化推

進のため、かき又はさくの構造の制限を行う。 

沿道・住宅地区：沿道地区と同様とするが、隣接する住宅地区と調和し

た住環境を確保するため、建築物の用途、高さの制限等

を行う。 

沿道地区：幹線道路沿道を活かした商業業務施設や住宅等が立地する複

合的な土地利用の誘導を図るため、建築物の用途の制限を定め

るとともに、緑化推進のため、かき又はさくの構造の制限を行

う。 

「地区計画の区域は、計画図表示のとおり」 

 



２．地区整備計画 

 

地区の区分 
地区の名称 住宅地区１ 住宅地区２ 沿道・住宅地区 沿道地区 

地区の面積 約 １．４ｈａ 約 ０．２ｈａ 約 １．０ｈａ 約 １．０ｈａ 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

建築物等の用途の制限 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建

築してはならない。 

(1)建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下

「法」という。)別表第２(い)項第１号から第

３号まで、第５号、第６号、第８号及び第９

号に掲げるもの 

(2)前号の建築物に附属するもの(建築基準法施

行令(昭和 25 年政令第 338 号。以下「令」と

いう。)第 130 条の５各号に掲げるものを除

く。) 

 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建

築してはならない。 

(1)法別表第２(い)項第１号から第３号まで、第

５号、第６号、第８号及び第９号に掲げるも

の 

(2)法別表第２(ろ)項第２号に掲げるもの 

(3)前２号の建築物に附属するもの(令第 130 条

の５各号に掲げるものを除く。)  

次の各号に掲げる建築物は、建築してはなら

ない。 

(1)法別表第２(に)項第３号から第６号までに

掲げるもの 

(2)法別表第２(る)項第１号(１)から(３)まで、

(１１)又は(１２)の物品の貯蔵又は処理に供

するもの（建築物に附属するものを除く。） 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(1)法別表第２(に)項第３号から第６号までに

掲げるもの 

建築物の容積率の最高限度 10 分の 10 

 

 

建築物の建ぺい率の最高限度 10 分の５ 

 

 

建築物の敷地面積の最低限度 １５０㎡ 

 

 

壁面の位置の制限  建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ

２ｍをこえる門若しくはへいの面から敷地境界

線までの距離の最低限度は１ｍとする。ただし、

建築物又は建築物の部分がこの距離に満たない

場合で、次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りではない。 

(1)物置その他これに類する用途に供し、軒の高

さが２．３m 以下で、かつ、床面積の合計が

５㎡以内であること。 

(2)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの

合計が３m以下であること。 

(3)建築物に附属する自動車車庫の用途に供し、 

床面積の合計が７㎡以内であること。 

 

 

建築物等の高さの最高限度 １０ｍ 

また、建築物の各部分の高さは、当該部分か

ら前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線ま

での真北方向の水平距離に０．６を乗じて得た

ものに５ｍを加えたもの以下とする。 

 

１２ｍ(令 138 条第１項第３号に掲げるものを除く。) 

 

 

 

 

かき又はさくの構造の制限 道路（都市計画道路牧野長尾線を除く。）に面

する側にかき又はさくを設置する場合は、生垣

若しくは透視可能なものとする。ただし、門又

は門の袖で、その長さが２ｍ以下のものについ

てはこの限りでない。 

 

道路に面する側にかき又はさくを設置する場合は、生垣若しくは透視可能なものとする。ただし、門又は門の袖で、その長さが２ｍ以下のものに

ついてはこの限りでない。 

「地区整備計画の区域は、計画図表示のとおり」 

（注）下線部は建築基準法の改正に伴い、補正した箇所を示す。 


